
 
 
 
 
 
 
 

 
 介護保険法の改定により１０月１日から以下の料金に改定しました。ご理解くださいます

ようお願いいたします。 
 
短期入所生活介護事業所（ショートステイ）ゆうあいホーム 

食          費 

（食材料費と調理費相当額を加えたもの） 
１３８０円 

朝食 ２６０円 
昼食 ５５０円 
夕食 ５７０円 

多床室 ３２０円 
滞在費 

従来型個室 １１５０円 
＊所得段階に応じて、費用の減免制度があります。詳しくは、市役所、居宅介護支援事業所にご相談ください。 

 
デイサービスセンターゆうあいホーム 

食          費 

（食材料費と調理費相当額を加えたもの）  ５５０円 食費＋おやつ ６００円 
＊嗜好品代（おやつ代）は、いままで通り５０円です。 
 
小島新開の家デイサービスセンター 

食          費 

（食材料費と調理費相当額を加えたもの）  ５２５円 食費＋おやつ ５７５円 
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編集後記 
最近、暗いニュースが多いですが、今年も後一月

余りになりました。そろそろ、一年を振り返る時期

ですね・・・。介護保険も１０月からホテルコスト

等が導入され、介護保険料も上がり、また来年４月

からは大きく変わっていきます。 

先月１０月２０日に泉司法書士による成年後見制

度の話がありました。もし呆けたら・・・これから

のことが不安・・等々、人ごとではない思いで聞き

ました。自分の老後は自分で守る。呆けないために、

しっかりと健康を維持しましょう！ 

適度なストレスは呆け防止に 

なりますよ・・。 

（在宅介護支援センター 

         本告信子） 

皆様のご意見・ご感想を 
お待ちしております。 

 
発  行 社会福祉法人 

広島友愛福祉会 

〒739-0651 

大竹市玖波４丁目８－８ 

℡(0827)57-7500 

 

発行責任者  施設長 立山 道男 
 

※本誌に掲載されております写真等につきましては、ご本人あるいはご家族の了承を得て掲載させていただいております。

 


